
 

 

 

  

◆「和光キッズクラブ」は、心豊かでたくましい子どもを育むために国が推進し 

ている「放課後子ども教室」の活動です。学校管理下の活動ではなく、地域教 

育振興課「放課後子ども教室」事業における育成諸団体の管理下の活動として 

位置づけています。 

◆活動中のケガ等には市民活動保険が適用されますが、子どもの参加は基本保護 

者の責任の下で行うことになっています。なお、宿泊を伴うコミュニティー合 

宿には市民活動保険は適用されませんので、別途レクレーション保険に加入し 

ます。 

◆放課後や休日に学校や公民館などの公共施設を利用して、学校・保護者が協働 

し、子どもの健全育成に関心を持つ地域の教育力の支援を得て、運動や文化活 

動の他、年間通して様々なスペシャルイベントを繰り広げています。毎月実行 

委員会を開催して、子どもの健全育成に関わる諸団体及び各地区から代表が出 

て、活動内容とスペシャルイベントの企画を練っています。 

◆地域ぐるみの多彩な活動に対し、「和光キッズクラブ」は、平成2１年１月 

【第 1 回文部科学省表彰】を受賞しました。 



 

和光キッズクラブ規約 

１ 本会は「和光キッズクラブ」実行委員会と称し、和光小学校内に置く。 

２ 本会は以下の主旨を基本にして「和光キッズクラブ」の活動を円滑に推進し、子ど

もたちの健全育成を図る。 

（１）子どもたちが安心して集える活動の場の提供。 

（２）異年齢間の子ども・障がいを持つ子どもたちとともに、仲間作りのできる遊び場

をつくる。 

（３）大人が子どもを見守り、伝承遊びや文化活動のできる場とする。 

（４）地域３世代交流を図る場とする。 

（５）地域の関係諸団体と連携を取り、子どもの生活を豊かに広げる。 

３ 実行委員会は「和光キッズクラブ」の活動を円滑に推進するため次の事項を行う。 

（１）活動計画の企画・立案 （２）指導者の選任 

（３）活動の指導・運営  （４）その他の必要な事項 

４ 実行委員会は、学校・ＰＴＡ・その他地域青少年健全育成に関わる諸団体の代表有

志によって構成する。 

５ 実行委員会に次の役員を置く。役員は委員の互選によって選出し、任期は１年とす

る。ただし再任は妨げない。事務局を学校に置く。 

（１）委員長１人   （２）副委員長１人 

（３）事務局：書記１人会計１人  （４）会計監査：学校外より２人 

６ 実行委員会は、委員長が招集し、必要に応じて開催することができる。 

７ この要項は、平成１７年８月１日から施行する。（一部改正20/5/20） 










